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レインフォレスト・アライアンスは、社会と市場の力を活かして自然を保護し、農業生産者と森林地域

に暮らす人々の暮らし向きを向上させることで、より持続可能な世界を創造しています。 

資料名 初版日 失効日 

レインフォレスト・アライアンス 欧州森林破壊防止規制

（EUDR）との連携に関する方針 
2023年12月20日 

別途通知があるまで

の間 

関連文書（該当する場合、文書の番号と名称） 

SA-S-SD-1 レインフォレスト・アライアンス2020 持続可能な農業基準、農場要件 

SA-P-GA-33 EUDRのデータ共有に関する方針 

 

対象者 

農場認証保有者および保証提供者 

方針は、それが適用される対象者にとって、関連する規則や要件を補完および/または優先させるものです。 

詳細について 

レインフォレスト・アライアンスの詳細については、www.rainforest-alliance.org にアクセスするか、info@ra.orgまたは 

レインフォレスト・アライアンス アムステルダム事務所 (Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 

1013AA Amsterdam, The Netherlands）にお問い合わせください。 

翻訳免責事項 

翻訳に含まれる情報の正確な意味合いに関する質問がある場合は、英語の公式版を参照してください。翻訳で生じた意味の
不一致や差異には拘束力がなく、審査や認証には一切影響しません。 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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1. はじめに 

欧州連合（EU）は、EUに輸入されるさまざまな製品に対して、森林破壊に関する要件を定めた

欧州森林破壊防止規制（EUDR）を導入しました。EUDRの要件は、2024年12月30日までに満た

す必要があります。レインフォレスト・アライアンス認証製品では、現在カカオとコーヒーが

EUDRの対象です。 

レインフォレスト・アライアンスは、EUDRの要件を満たすために、生産者とサプライチェーン

関係者を支援する仕組みを整えました。すでにEUDRと合致しているレインフォレスト アライ

アンス基準の要件に加え、EUDRと完全には合致していない部分をカバーするために、自己選択

型の4つの要件が導入されました。これらの要件は、農場認証保有者にのみ適用されます。 

認証農場は、サプライチェーンのさらに下流の関係者がEUDRを遵守し、EU市場で製品を販売

し続けることができるよう、これらの追加要件を実施し、審査に含めることを選択することが

できます。 

詳細については、ウェブページhttps://www.rainforest-

alliance.org/business/certification/how-the-rainforest-alliance-supports-eudr-

compliance-from-farm-to-retailer/をご参照ください。 

 

2. 農場の要件  

農場認証保有者は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム（RACP）に登録

する際に、自己選択型のEUDR要件を選択することができます。これらの要件は、持続可能な農

業基準の要件に追加されるものです。生産者団体においては、団体責任者がすべての小規模お

よび大規模農場の要件を網羅する責任を負います。 

農場認証保有者がレインフォレスト・アライアンスの審査およびEUDRの全要件に適合した場

合、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトにある認証農場一覧に掲載されます。 

EUDRに適合するための要件は以下の通りです。 

番号  追加要件  生産者団体認証  個別

認証  

小規模農

場  
大規模農

場  
団体責

任者  
小規

模/大
規模  

EUDR1 ポリゴンは4ヘクタール以上のすべての農場単位で利用可能。位置
座標は、それ以外のすべての農場単位で利用可能。 

  

  

 

 

 

 

EUDR2 位置情報データは、座標、ポリゴンともに小数点以下6桁でなけれ
ばならない。 

  

 

 

 

 

 

EUDR3 
責任者は、（賄賂や恐喝を含む）汚職、詐欺、縁故採用の可能性を

防止し、対処するために、以下のような対策を実施する。 
- 団体構成員/労働者、およびサプライチェーンパートナーへの書面
による声明書での伝達 
- 起こりうる形態に対する認識を高めるため、責任者および労働者/

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/how-the-rainforest-alliance-supports-eudr-compliance-from-farm-to-retailer/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/how-the-rainforest-alliance-supports-eudr-compliance-from-farm-to-retailer/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/how-the-rainforest-alliance-supports-eudr-compliance-from-farm-to-retailer/
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団体構成員に対する研修を、少なくとも年1回実施する  
- 事例を回避し、是正するための措置を講じる 

EUDR4 
責任者は、適用されるすべての手数料、ロイヤルティ（使用料）、

税金、および現地の法律や規則で定められたその他の料金の支払い

の証拠を提示する。  

  

 

 

 

 

 

 

3. データ共有 

レインフォレスト・アライアンスは、EUDRのデータ共有に関する方針に基づき、位置情報デー

タおよび森林破壊リスク査定を含む、上記要件の遵守に関する情報を共有する場合がありま

す。 


	1. はじめに
	2. 農場の要件
	3. データ共有

